
①開発行為届出書類の提出

②③開発指導委員会で協議

④承認決定通知書の発行

⑤開発工事着手

⑥工事検査申請

⑦検査復命

⑤中間検査
□　中間検査の立会連絡

□　上下水道課による立会検査

□　工事完了届【様式3】
□　完成図面・マンホール組立図
□　工事写真
□　電子データ
□　最終設計書・見積書
□　カメラ調査報告書

③工事施工
□　使用材料検収の立会連絡

□　上下水道課による立会確認

④工事完了

開発行為の許可手続き

工事の手続きフロー及びチェック表

開発行為に伴う上下水道工事手続き

②工事着手

①設計協議
（事前協議）

□　設計協議承認書を受け取る

□　受益者負担金の入金確認後に着手

□　工事設計協議書【様式1】
□　設計図面
□　埋設物確認資料

□　公共ます及び取付管設置工事申請書
□　受益者負担金の納付

□　工事着手届【様式3】
□　施工実績
□　使用材料一覧表【様式4】
□　使用材料承認書

※本管工事が無い場合は
　以降の書類は不要とし、
　公共ます申請工事にて
　立会い確認等を行う。


